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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第188期
第２四半期
連結累計期間

第189期
第２四半期
連結累計期間

第188期

会計期間
自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日

自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

売上高 (百万円) 176,629 176,831 356,616

経常利益 (百万円) 5,332 6,107 7,255

四半期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 2,818 3,349 △29,381

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △16,611 △15,437 △35,606

純資産額 (百万円) 226,824 189,981 206,832

総資産額 (百万円) 375,868 348,767 366,610

１株当たり四半期純利益金額
又は当期純損失金額(△)

(円) 14.55 17.30 △151.73

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ─

自己資本比率 (％) 59.6 53.7 55.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,747 △4,647 10,880

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,510 △5,820 △9,004

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,976 5,117 △3,247

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 55,040 48,799 55,919

　

回次
第188期
第２四半期
連結会計期間

第189期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日

自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 11.95 3.71

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第188期第２四半期連結累計期間、第189期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

第188期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在せず、また１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はあ

りません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

　
(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間における当社及び連結子会社を取り巻く経済環境は、海外においては、米

国の景気回復のペースがさらに緩やかになっており、欧州の債務問題が深刻化しております。また、中

国をはじめとするアジア諸国においても、欧州の景気悪化に伴う輸出の減少などにより景気の拡大が

鈍化していることから、全体的に先行き不透明な状況が続いております。国内においては、東日本大震

災からの復興需要が続いているものの、世界景気の減速等を背景として回復の動きに足踏みがみられ、

円高基調の定着もあり、依然として厳しい状況が続いております。

　
当社グループは、このような状況の中、平成24年７月31日に発表いたしました国内事業構造改革の基

本方針に基づき、その具体的な取り組みを進めております。国内営業につきましては、営業拠点の集約、

楽器・音響機器の国内営業部門の分社化及び子会社の統合等、営業体制を改編し効率的な運営を目指

すとともに、営業力の更なる強化に取り組みます。国内生産につきましては、生産部門の分社化や子会

社との統合等、国内の生産体制を改編し、更なる製造原価の低減と付加価値の高い中高級品の生産にお

ける当社独自の製造技術や技能の維持・強化に取り組みます。半導体事業につきましては、競争力のあ

る商品への集中した開発資源の投入、一部商品の海外委託生産への切り替え、生産子会社における生産

品目・工程の転換等により、市況の変化に柔軟に対応して収益を確保できる事業構造へ変革してまい

ります。スタッフ業務改革につきましては、事業支援機能の子会社及び外部アウトソース先に業務の移

管、委託を進め、業務の効率化と品質向上に取り組みます。上記の改革によりグループ全体の収益力強

化を図ってまいります。

　
当第２四半期連結累計期間の販売の状況につきましては、前年同期に比べ２億２百万円（0.1％）増

加し、1,768億31百万円となりました。楽器事業及びＡＶ・ＩＴ事業が為替の影響を受け若干の減収と

なったほか、電子部品事業も減収となりましたが、その他の事業は自動車用内装部品の回復などにより

増収となり、全体では為替による約51億円の減収影響を吸収し増収となりました。
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当第２四半期連結累計期間の損益につきましては、営業利益は、楽器事業及びその他の事業で増益と

なり、全体では為替による減収影響を受けたものの、前年同期に比べ５億９百万円（8.1％）増加し、68

億11百万円となりました。営業利益の増加に伴い、経常利益は、前年同期に比べ７億75百万円

（14.5％）増加し、61億７百万円となりました。税金等調整前四半期純利益は、前年同期に比べ４億63

百万円（9.3％）増加し、54億27百万円となりました。四半期純利益は、前年同期に比べ５億31百万円

（18.9％）増加し、33億49百万円となりました。

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 楽器事業

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ５億42百万円（0.4％）減少し、1,318億22

百万円となりました。為替による減収影響約41億円を除いた売上高は、前年同期に比べ約36億円の増

収となりました。

商品別には、ピアノは、中国で堅調に推移しているものの、国内などで減収となったことから、全体

では減収となりました。電子楽器は、中国をはじめとする新興国で売上げを伸ばし、増収となりまし

た。管楽器は、主に国内での売上げ減により減収となりました。弦打楽器は、ギターが売上げを伸ばし

ました。音響機器は、新モデルの発売により北米及び欧州で売上げを伸ばしました。

営業利益は、前年同期に比べ９億26百万円（20.2％）増加し、55億20百万円となりました。

　
② ＡＶ・ＩＴ事業

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ３億27百万円（1.3％）減少し、247億21百

万円となりました。為替による減収影響約10億円を除いた売上高は、前年同期に比べ約６億円の増収

となりました。

商品別には、オーディオは、北米や中国をはじめとする新興国で売上げを伸ばしたものの、国内及

び欧州で減収となり、全体でも減収となりました。業務用通信カラオケ機器は新モデルの発売により

売上げを伸ばしたほか、ルーター及び会議システムといった通信機器も増収となりました。

営業利益は、前年同期に比べ３億50百万円（19.0％）減少し、14億91百万円となりました。

　
③ 電子部品事業

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ２億41百万円（3.0％）減少し、78億96百

万円となりました。

商品別には、アミューズメント用ＬＳＩ及び地磁気センサーが売上げを伸ばしたものの、携帯電話

のスマートフォンへの移行に伴い、携帯電話用音源ＬＳＩの需要が継続して減少しており、全体では

減収となりました。

営業損失は９億40百万円（前年同期は、営業損失７億10百万円）となりました。
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④ その他の事業

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ13億14百万円（11.9％）増加し、123億91

百万円となりました。

商品別には、自動車用内装部品は、前年の東日本大震災による納入先減産からの回復もあり、大幅

な増収となりました。ＦＡ機器は中国をはじめとする新興国市場で売上げを伸ばしました。一方、ゴ

ルフ用品は韓国を中心とする海外市場が振るわず減収となり、国内のレクリェーション事業も若干

の減収となりました。

営業利益は、前年同期に比べ１億63百万円（28.4％）増加し、７億39百万円となりました。

　
(2) 財政状態の分析

① 資産

総資産は、前連結会計年度末から178億42百万円（4.9％）減少し、3,487億67百万円となりました。

このうち、流動資産は、棚卸資産の増加等により、31億33百万円（1.7％）増加し、1,920億85百万円

となりました。また、固定資産は、時価のあるその他有価証券の時価下落に伴う投資有価証券の減少

等により、209億76百万円（11.8％）減少し、1,566億81百万円となりました。

　
② 負債

負債は、前連結会計年度末から９億92百万円（0.6％）減少し、1,587億86百万円となりました。

このうち、流動負債は、短期借入金の増加等により、51億24百万円（7.0％）増加し、779億54百万円

となりました。また、固定負債は、その他に含まれる繰延税金負債の減少等により、61億16百万円

（7.0％）減少し、808億32百万円となりました。

　
③ 純資産

純資産は、前連結会計年度末から168億50百万円（8.1％）減少し、1,899億81百万円となりました。

時価のあるその他有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少と、円高の進行によ

る為替換算調整勘定のマイナス幅の拡大等によります。

　
(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間において現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、72億37百万円

減少（前年同期は29億74百万円減少）し、期末残高は487億99百万円となりました。

　
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、前年同期に比べ29億円増加

し、46億47百万円となりました。売上債権の増加額が前年同期に比べ増加したこと等によります。

　
② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ13億10百万

円増加し、58億20百万円となりました。有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ増加したこ

と等によります。
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③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ８億58百万

円減少し、51億17百万円となりました。短期借入金による資金調達が前年同期に比べ減少したこと等

によります。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当社グループの事業

上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありませんが、「国内事業構造

改革への対応」についての経過は次のとおりです。

国内事業構造改革への対応

平成24年４月１日付で立ち上げた代表取締役社長をリーダーとする「国内事業構造改革プロジェク

ト」の下で、販売・生産・スタッフを含めた国内の事業構造を抜本的に見直し、ヤマハグループ全体の

収益力を強化することを目的として検討を進め、平成24年７月31日に改革の概要を発表いたしました。

今後、具体的な施策（(1) 経営成績の分析に記載のとおり）を順次実行に移してまいります。

　
また、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

　
①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社グ

ループの企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に

確保し、向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判断は、

最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式に

ついて大量買付けがなされる場合、これが当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、

これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等からみて企業価値・株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取

締役会や株主が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するため

の十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもた

らすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さない

ものも少なくありません。

特に、当社株式の大量買付けを行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解することはもちろんの

こと、当社グループの企業価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させるこ

とができなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付けを行う者は、当社の財

務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対し

ては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要

があると考えます。
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②　基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

当社は、「感動を・ともに・創る～音・音楽を原点に培った技術と感性で新たな感動と豊かな文

化を世界の人々とともに創りつづけます。」を企業目的として掲げ、経営の効率化を追求し、グロー

バルな競争力と高水準の収益性を確保するとともに、コンプライアンス・環境・安全・地域社会へ

の貢献等、企業の社会的責任を果たすことにより、企業価値・ブランド価値の向上に努めておりま

す。その実現のために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施するとともに、適切な

情報開示を行うことにより、効率的かつ透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。当社は、株

主、顧客、従業員、地域社会それぞれのステークホルダー間の利益バランスを考慮した経営に努めて

おります。それぞれのステークホルダー間の利害を適切に調整しながら、各ステークホルダーの満足

度を高めつつ、企業価値の最大化に向け努力をしております。

平成22年４月よりスタートした新中期経営計画「Yamaha Management Plan 125（ＹＭＰ125）」

では、当社グループの中長期的な経営の方向性を明確にしたうえで、同計画を、「成長基盤構築

フェーズ」と位置付け、コア事業に経営資源を集中して、新たな成長の芽を育てるとともに、経営構

造改革を継続して推進することで強固な成長基盤の構築を図ってまいります。

また、当社は、取締役会の意思決定の迅速化・監督機能強化、業務執行力強化等を図るため、執行役

員制度の導入、社外取締役の選任、全社ガバナンス委員会の設置、内部監査部門の整備等をとおして

積極的にコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。

　
③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成22年６月

25日開催の第186期定時株主総会において「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛

策）の更新の件」の承認を受け、新株予約権の無償割当てを活用した方策（以下、本プラン）の更新

をしております。

本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、買付等を行う者（以下、買付者等）に

対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討

等を行う期間を確保したうえで、株主に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交

渉等を行っていくための手続を定めております。

本プランは、（ⅰ）当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上とな

る買付その他の取得、（ⅱ）当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有

割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けに該当する場合を対

象とします。

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等に対する買付等を行う

等、買付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあると認められる

場合には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者

等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権を、

その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。
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本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施または不実施等の判断については、当社取締

役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、独立性のある社外役員等のみから構成され

る独立委員会の客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、所定

の場合、株主の意思を確認するための株主総会を招集し、新株予約権無償割当ての実施に関する株主

の意思を確認することがあります。

独立委員会は、買付者等からの必要情報を受領してから原則として最長90日を経過するまでの間

に上記の判断を行い、当社取締役会に実施・不実施の勧告をします。この期間内において、独立委員

会は、必要に応じて当社取締役会からも情報・意見を取得し、判断の材料とすることがあります。当

社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権の無償割当ての実施・不実施の決議

を行います。また、新株予約権無償割当ての実施に関する株主の意思を確認するための総会決議が

あった場合、当社取締役会はこれに従います。

本プランの発動として本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、下記のとおりです。買

付等の下記の要件への該当性については、必ず独立委員会の判断を経て決定されることになります。

(イ)本プランに定める手続を遵守しない買付等であり、かつ本新株予約権の無償割当てを実施す

ることが相当である場合

(ロ)以下のいずれかに該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合

・当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等とし

て本プランで定められた買付等である場合

・強圧的二段階買付等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合

・買付等の条件が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当な買付等である場合

・当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社のブランド並びに当社と当社株主、従

業員、取引先及び顧客等との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大

なおそれをもたらす買付等である場合

本プランの運用に際しては、適用ある法令または金融商品取引所の規則等に従い、本プランの各手

続の進捗状況、独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会または株主意思確認総会の決議の概

要、その他独立委員会または当社取締役会が適切と考える事項について、適時に情報開示をすること

としており、手続の透明性を確保しております。

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主により本新株予約権

が行使された場合、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主に対して

当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、最大50％まで希釈化さ

れる可能性があります。

本プランの有効期間は、平成25年３月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時

までとしております。また、有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会により

本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしてお

ります。
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④　取締役会の判断及びその判断に係る理由

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上させる目的をもって導入されたもの

であり、基本方針に沿うものです。特に本プランは、（ⅰ）経済産業省及び法務省による買収防衛策

に関する指針の要件を完全に充足していること、（ⅱ）株主総会において株主の承認をもって更新

されたものであり、当社取締役会は、一定の場合に、本プランの発動の是非について、株主意思確認総

会において株主の意思を確認することができるものとされていること、（ⅲ）有効期間を約３年間

とし、有効期限の満了前であっても、株主総会の決議により廃止が可能であること、（ⅳ）発動に際

しては、独立性のある社外役員等のみから構成される独立委員会による勧告を必ず得ることとされ

ていること、（ⅴ）予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されない

ように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されてい

ること、（ⅵ）当社取締役の任期が１年であることから、毎年の取締役の選任を通じて、株主の意向

を反映させることが可能なことなどにより、公正性・客観性が担保されており、高度な合理性を有

し、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであって、当社役員の地位の維持を目的とするも

のではありません。

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の詳細を、次の当社ウェブサイトに掲載

しております。

　http://jp.yamaha.com/

　
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、109億97百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 700,000,000

計 700,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 197,255,025197,255,025東京証券取引所(市場第一部)
単元株式数は100株
であります。

計 197,255,025197,255,025 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年７月１日～
平成24年９月30日

― 197,255,025 ― 28,534 ― 40,054
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(6) 【大株主の状況】

(平成24年９月30日現在)

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 12,827 6.50

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 12,023 6.10

ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市新貝2500番地 10,326 5.24

株式会社みずほ銀行
(常任代理人　資産管理サービス信
託銀行株式会社)

東京都千代田区内幸町一丁目１番５号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟)

8,779 4.45

株式会社静岡銀行
(常任代理人　日本マスター
トラスト信託銀行株式会社)

静岡県静岡市葵区呉服町一丁目10番地
(東京都港区浜松町二丁目11番３号)

8,349 4.23

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 8,008 4.06

住友生命保険相互会社
(常任代理人　日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社)

東京都中央区築地七丁目18番24号
(東京都中央区晴海一丁目８番11号)

7,300 3.70

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 6,482 3.29

株式会社みずほコーポレート銀行
(常任代理人　資産管理サービス信
託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟)

5,775 2.93

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口９)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,595 1.82

計 ― 83,469 42.32

(注) １　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

　
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

12,827千株

　
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

12,023千株

　
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口９)

3,595千株

　

２　上記のほか当社所有の自己株式3,622千株（1.84％）があります。

　

３　株式会社みずほコーポレート銀行は、上記以外に当社株式1,557千株をみずほ信託銀行株式会社へ信託財産

として委託しております。内707千株については、信託契約書上、議決権の行使を放棄しており、850千株につ

いては、株式会社みずほコーポレート銀行が指図権を留保しております。

　

４　三井住友トラスト・ホールディングス株式会社から、平成24年４月19日付（報告義務発生日 平成24年４月

13日）で提出された大量保有報告書に関する変更報告書により同社の共同保有者（計３名）が次のとおり

株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質

所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 6,337 3.21

三井住友トラスト・アセット
マネジメント株式会社

東京都中央区八重洲二丁目３番１号 493 0.25

日興アセットマネジメント
株式会社

東京都港区赤坂九丁目７番１号 3,975 2.02

計 ― 10,806 5.48
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(平成24年９月30日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

3,622,100
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

193,432,800
1,934,328 ―

単元未満株式
普通株式

200,125
― ―

発行済株式総数 197,255,025― ―

総株主の議決権 ― 1,934,328 ―

　

② 【自己株式等】

(平成24年９月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ヤマハ株式会社

浜松市中区中沢町
10番１号

3,622,100 ― 3,622,1001.84

計 ― 3,622,100 ― 3,622,1001.84

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１

日から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,103 50,043

受取手形及び売掛金 ※3
 45,634

※3
 49,747

有価証券 4,699 260

商品及び製品 51,452 56,359

仕掛品 13,771 15,156

原材料及び貯蔵品 11,922 12,147

その他 10,534 9,309

貸倒引当金 △1,165 △938

流動資産合計 188,952 192,085

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 36,695 35,470

機械装置及び運搬具（純額） 11,475 11,000

工具、器具及び備品（純額） 7,826 8,120

土地 48,853 48,876

リース資産（純額） 250 246

建設仮勘定 1,757 1,953

有形固定資産合計 106,858 105,668

無形固定資産 2,685 2,553

投資その他の資産

投資有価証券 61,690 42,073

その他 7,163 6,887

貸倒引当金 △739 △499

投資その他の資産合計 68,114 48,460

固定資産合計 177,658 156,681

資産合計 366,610 348,767
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 22,263

※3
 21,669

短期借入金 9,883 17,472

1年内返済予定の長期借入金 912 314

未払金及び未払費用 29,407 27,911

未払法人税等 1,931 1,940

引当金 2,940 2,587

その他 5,492 6,058

流動負債合計 72,829 77,954

固定負債

長期借入金 499 432

退職給付引当金 41,479 42,085

その他 44,969 38,314

固定負債合計 86,948 80,832

負債合計 159,778 158,786

純資産の部

株主資本

資本金 28,534 28,534

資本剰余金 40,054 40,054

利益剰余金 138,152 140,548

自己株式 △3,690 △3,698

株主資本合計 203,050 205,439

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,337 14,502

繰延ヘッジ損益 △367 △148

土地再評価差額金 17,304 17,304

為替換算調整勘定 △43,611 △49,801

その他の包括利益累計額合計 662 △18,143

少数株主持分 3,118 2,685

純資産合計 206,832 189,981

負債純資産合計 366,610 348,767
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 176,629 176,831

売上原価 112,595 112,408

売上総利益 64,034 64,422

販売費及び一般管理費 ※
 57,732

※
 57,611

営業利益 6,301 6,811

営業外収益

受取利息 226 222

受取配当金 294 446

移転補償金 438 －

その他 294 373

営業外収益合計 1,253 1,042

営業外費用

売上割引 1,018 842

為替差損 791 604

その他 413 298

営業外費用合計 2,223 1,746

経常利益 5,332 6,107

特別利益

固定資産売却益 137 430

投資有価証券売却益 － 173

特別利益合計 137 604

特別損失

固定資産除却損 184 80

投資有価証券評価損 269 139

関係会社出資金評価損 － 76

構造改革費用 － 988

その他 51 －

特別損失合計 506 1,284

税金等調整前四半期純利益 4,963 5,427

法人税、住民税及び事業税 1,908 2,072

法人税等調整額 80 △162

法人税等合計 1,988 1,909

少数株主損益調整前四半期純利益 2,975 3,518

少数株主利益 157 168

四半期純利益 2,818 3,349
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,975 3,518

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,999 △12,833

繰延ヘッジ損益 809 218

為替換算調整勘定 △9,396 △6,341

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △19,586 △18,955

四半期包括利益 △16,611 △15,437

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △16,595 △15,454

少数株主に係る四半期包括利益 △16 17
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,963 5,427

減価償却費 5,681 5,408

売上債権の増減額（△は増加） △4,080 △5,678

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,717 △9,273

仕入債務の増減額（△は減少） 37 △131

法人税等の支払額 △2,367 △1,726

その他 2,734 1,325

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,747 △4,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,773 △5,865

有形固定資産の売却による収入 601 572

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 240

関係会社株式の取得による支出 － △159

関係会社株式の売却による収入 － 5

その他 △338 △613

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,510 △5,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 10,121 7,284

長期借入金の返済による支出 △2,899 △933

自己株式の取得による支出 △0 △7

配当金の支払額 △968 △968

その他 △276 △258

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,976 5,117

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,693 △1,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,974 △7,237

現金及び現金同等物の期首残高 58,446 55,919

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 130

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △484 △12

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

53 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 55,040

※
 48,799
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（連結の範囲の重要な変更）

第１四半期連結会計期間より、連結の範囲について検討した結果、新たに㈱西村楽器、㈱松木屋、北見木材㈱を連

結の範囲に含めております。㈱ヤマハホールは清算手続に入り重要性が乏しくなったため、連結の範囲から除外し

ております。Yamaha Electronics Corporation, USAはYamaha Corporation of Americaとの経営統合により、連結

の範囲から除外しております。ヤマハミュージッククラフト㈱は㈱ヤマハミュージックウインズとの経営統合に

より、連結の範囲から除外しております。なお、㈱ヤマハミュージックウインズはヤマハミュージッククラフト㈱

に社名を変更しております。

　

【会計方針の変更等】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、当該変更が当第２四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

１  保証債務は次のとおりであります。

下記の会社の金融機関からの借入債務に対して保証を行っております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

浜松ケーブルテレビ㈱ 358百万円 310百万円

（実質的に保証している金額） （28百万円） （24百万円）

　

２  輸出受取手形割引高は次のとおりであります。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

　 570百万円 413百万円

　

※３  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 763百万円 483百万円

支払手形 1百万円 81百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※　  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

貸倒引当金繰入額 △103百万円 △95百万円

製品保証引当金繰入額 340百万円 249百万円

退職給付引当金繰入額 2,408百万円 2,121百万円

人件費 25,553百万円 24,470百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

現金及び預金 55,605百万円 50,043百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△565百万円 △1,244百万円

現金及び現金同等物 55,040百万円 48,799百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 968 5.00平成23年３月31日平成23年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月１日
取締役会

普通株式 968 5.00平成23年９月30日平成23年12月５日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日
定時株主総会

普通株式 968 5.00平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月31日
取締役会

普通株式 968 5.00平成24年９月30日平成24年12月４日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　 楽器
ＡＶ・
ＩＴ

電子部品 その他 合計 調整額
四半期連結
財務諸表
計上額 　 　

　　売上高
　 　 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客への
　　　売上高

132,36425,0488,13811,077176,629　 176,629
　 　

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高又は
　　　振替高

　 　 427　 427 △427　

　 　

計 132,36425,0488,56511,077177,056△427 176,629
　 　

　　セグメント利益
　　又は損失（△）

4,593 1,842 △710 576 6,301　 6,301
　 　

(注)　１　調整額は、以下のとおりです。

　　売上高計の調整額△427百万円は、セグメント間取引消去であります。

　　　２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　 楽器
ＡＶ・
ＩＴ

電子部品 その他 合計 調整額
四半期連結
財務諸表
計上額 　 　

　　売上高
　 　 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客への
　　　売上高

131,82224,7217,89612,391176,831　 176,831
　 　

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高又は
　　　振替高

　 　 430　 430 △430　

　 　

計 131,82224,7218,32712,391177,262△430 176,831
　 　

　　セグメント利益
　　又は損失（△）

5,520 1,491 △940 739 6,811　 6,811
　 　

(注)　１　調整額は、以下のとおりです。

　　売上高計の調整額△430百万円は、セグメント間取引消去であります。

　　　２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。
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(有価証券関係)

　その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度（平成24年３月31日）

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価(百万円) 差額(百万円)

　１　株式 57,344 15,779 41,565

　２　その他 4,500 4,500 ―

合計 61,844 20,279 41,565

　
当第２四半期連結会計期間（平成24年９月30日）

区分
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円)

　１　株式 37,866 15,702 22,163

　２　その他 ― ― ―

合計 37,866 15,702 22,163

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 14.55 17.30

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 2,818 3,349

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,818 3,349

普通株式の期中平均株式数(千株) 193,643 193,638

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

２ 【その他】

(1) 平成24年10月31日開催の取締役会において、平成24年９月30日現在の株主名簿に記載された株主また

は登録質権者に対し、剰余金の配当として、１株につき普通配当５円（総額968,164,250円）を支払う

ことを決議しております。

　

(2) その他該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年11月14日

ヤマハ株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    田　宮　紳　司  　  印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    加　山　秀　剛    　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているヤマ
ハ株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成
24年７月１日から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９
月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ヤマハ株式会社及び連結子会社の平成24年９
月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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